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第１章 総則 
（目的） 

第１条 この規程は、国立大学法人東北大学（以下「本学」という。）における安全保障輸出の適

切な管理について必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持並びに学術研究の健全

な発展に寄与することを目的とする。 
（適用範囲） 

第２条 この規程は、本学の教員その他の職員（以下「教員等」という。）が行う技術（外国為替

令（昭和５５年政令第２６０号。以下「外為令」という。）別表中欄に掲げる技術をいう。以下

同じ。）の提供及び貨物（輸出貿易管理令（昭和２４年政令第３７８号。以下「輸出令」という。）

別表第１中欄に掲げる貨物をいう。以下同じ。）の輸出に適用する。 
（定義） 

第３条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 
一 外為法等 外国為替及び外国貿易法（昭和２４年法律第２２８号。以下「外為法」という。）

及びこれに基づく命令、通達等をいう。 
二 技術の提供 外国における技術の提供若しくはこれを目的として行う特定記録媒体等（外為

法第２５条第３項第１号イの特定記録媒体等をいう。以下同じ。）の輸出若しくは電気通信に

よる情報の送信又は非居住者（外為法第６条第１項第６号に定める者をいう。以下この号にお

いて同じ。）若しくは居住者（外為法第６条第１項第５号に定める者をいう。以下この号にお

いて同じ。）であって、当該者への技術の提供が、事実上非居住者への技術の提供と同一と認

められる程度に当該非居住者から影響を受けている状態にある自然人（以下この号において「特



定類型該当者」という。）への技術の提供（非居住者又は特定類型該当者へ再提供されること

が明らかな又はその可能性が高い居住者（特定類型該当者を除く。）への技術の提供を含む。）

をいい、情報交換に伴うものを含む。 
三 貨物の輸出 外国を仕向地として貨物を送付すること（外国に向けて貨物を携行すること及

び貨物の国内における送付で、外国を仕向地として送付されることが明らかなものを含む。）

をいう。 
四 取引 技術の提供又は貨物の輸出をいう。 
五 部局 各研究科、各附置研究所、病院、国立大学法人東北大学組織運営規程（平成１６年規

第１号。以下「組織運営規程」という。）第２０条第１項に規定する各機構、同条第３項に規

定する研究組織、組織運営規程第２１条に規定する各学内共同教育研究施設等及び組織運営規

程第２２条から第２６条までに規定するセンター等をいう。 
六 リスト規制技術 外為令別表の１の項から１５の項までに定める技術をいう。 
七 リスト規制貨物 輸出令別表第１の１の項から１５の項までに定める貨物をいう。 
八 該非判定 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術又はリスト

規制貨物（以下「リスト規制技術等」という。）に該当するか否かを判定することをいう。 
九 取引審査 該非判定の内容のほか、取引の相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、

本学として当該取引を行うか否かを判断することをいう。 
十 大量破壊兵器等 核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらを散布するため

の装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。 
十一 通常兵器 輸出令別表第１の１の項の中欄に掲げる貨物（大量破壊兵器等に該当するもの

を除く。）をいう。 
十二 開発等 開発、製造、使用又は貯蔵を行うことをいう。 
（基本方針） 

第４条 本学における安全保障輸出管理（以下「輸出管理」という。）の基本方針は、次に掲げる

とおりとする。 
一 国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると判断される取引は行わないこと。 
二 取引に当たっては、外為法等及びこの規程（この規程により別に定めるものを含む。）を遵

守すること。 
三 輸出管理を適切に実施するため、輸出管理の責任者を定めるとともに、輸出管理に係る体制

の整備及び充実を図ること。 
第２章 管理体制 

（安全保障輸出管理最高責任者） 
第５条 本学における輸出管理上の重要事項の最終的な決定を行うため、本学に、安全保障輸出管

理最高責任者（以下「最高責任者」という。）を置く。 
２ 最高責任者は、総長をもって充てる。 

（安全保障輸出管理統括責任者） 
第６条 本学に、最高責任者の命を受け、本学における輸出管理に係る業務を統括させるため、安



全保障輸出管理統括責任者（以下「統括責任者」という。）を置く。 
２ 統括責任者は、総長が指名する理事又は副学長をもって充てる。 

（安全保障輸出全学管理責任者） 
第７条 本学に、統括責任者の命を受け、本学における輸出管理に係る業務を掌理させるため、安

全保障輸出全学管理責任者（以下「全学管理責任者」という。）を置く。 
２ 全学管理責任者は、統括責任者が指名する本学の教員等をもって充てる。 

（安全保障輸出管理マネージャー） 
第８条 本学に、全学管理責任者の命を受け、その業務を補佐させるため、安全保障輸出管理マネ

ージャー（以下「輸出管理マネージャー」という。）を置く。 
２ 輸出管理マネージャーは、次条第２項に定める研究安全保障管理室長をもって充てる。 

（研究安全保障管理室） 
第９条 本学における輸出管理に関する事項について企画し、連絡調整し、及びその業務を処理す

るとともに、教員等からの相談及び通報への対応に当たるため、別に定めるところにより、本学

に、研究安全保障管理室（以下「管理室」という。）を置く。 
２ 管理室に、別に定めるところにより、室長を置く。 

（安全保障輸出部局管理責任者等） 
第１０条 部局に、当該部局における輸出管理に関する業務を統括させるため、安全保障輸出部局

管理責任者（以下「部局管理責任者」という。）を置く。 
２ 部局管理責任者は、部局の長をもって充てる。 
３ 部局管理責任者は、当該部局における輸出管理を適正かつ効果的に実施するため必要があると

認めるときは、その指名する教員等に業務を補佐させることができる。 
（安全保障輸出管理アドバイザー） 

第１１条 部局管理責任者は、外為法等における専門的な助言を行わせることにより、当該部局に

おける輸出管理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、安全保障輸出管理アドバイザ

ー（以下「輸出管理アドバイザー」という。）を置くことができる。 
２ 前項の規定により輸出管理アドバイザーを置く場合において、部局の事情によって固有の輸出

管理アドバイザーを置くことが困難な場合は、複数の部局が合同でこれを置くことができる。 
３ 輸出管理アドバイザーは、部局管理責任者が指名する教員等（前項の規定により複数の部局が

合同で置く場合にあっては、当該複数の部局の部局管理責任者が指名する当該複数の部局の教員

等）をもって充てる。 
（安全保障輸出管理担当者） 

第１２条 部局に、当該部局の部局管理責任者の命を受け、当該部局における輸出管理に関する事

務を処理させるため、安全保障輸出管理担当者（以下「輸出管理担当者」という。）を置く。た

だし、部局の事情によって固有の輸出管理担当者を置くことが困難な場合は、複数の部局が合同

でこれを置くことができる。 
２ 輸出管理担当者は、前項本文の規定に定める場合にあっては当該部局の部局管理責任者が指名

する当該部局の事務職員をもって、前項ただし書の規定に定める場合にあっては当該複数の部局



の部局管理責任者が指名する当該複数の部局の事務職員をもって充てる。 
第３章 安全保障輸出管理委員会 

（安全保障輸出管理委員会の設置） 
第１３条 本学に、安全保障輸出管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 
第１４条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 
一 該非判定及び取引審査の本部判定の審議に関する事項 
二 輸出管理に係る規程等の制定及び改廃の審議に関する事項 
三 輸出管理に係る教育及び監査の実施に関する事項 
四 統括責任者からの諮問事項の調査審議に関する事項 
五 その他輸出管理に関する重要事項 
（組織） 

第１５条 委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。 
一 部局管理責任者が指名する輸出管理アドバイザー 
二 研究推進部長並びに国際連携部国際企画課長、人事企画部人事給与課長、教育・学生支援部

留学生課長及び財務部資産管理課長 
三 輸出管理マネージャー 
四 その他委員会が必要と認めた者 若干人 
（委員長） 

第１６条 委員会の委員長は、全学管理責任者をもって充てる。 
２ 委員長は、委員会の会務を総理する。 

（委嘱） 
第１７条 第１５条第４号に掲げる委員は、総長が委嘱する。 
（任期） 

第１８条 第１５条第４号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 
２ 前項の委員は、再任されることができる。 

（構成員以外の者の出席） 
第１９条 委員会は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を委員会に出席させて説明又は

意見を聴くことができる。 
第４章 手続 

（事前確認） 
第２０条 教員等は、取引を行おうとするときは、別に定めるところにより、所定の輸出管理シー

トに基づき外為令の例外規定（外為令第１７条第５項の規定をいう。）への該当の有無等につい

て確認を行い、該非判定及び取引審査の手続の要否について部局管理責任者の事前確認を得なけ

ればならない。 
（該非判定・取引審査） 



第２１条 教員等は、前条により該非判定及び取引審査の手続を要する旨部局管理責任者の事前確

認を得た取引を行おうとするとき又は大量破壊兵器等若しくは通常兵器の開発等に用いられるお

それがあるものとして経済産業大臣から許可申請すべき旨の通知を受けた取引その他別に定める

取引を行おうとするときは、所定の輸出管理シートに基づき次に掲げる確認を行い、別に定める

ところにより、部局管理責任者又は統括責任者若しくは全学管理責任者による該非判定及び取引

審査を受け、その承認を得なければならない。 
一 該非の確認 提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術等に該当す

るか否かを確認すること。 
二 輸出令の例外規定の確認 前号により輸出しようとする貨物がリスト規制貨物に該当するこ

とを確認した場合に、当該貨物が輸出令第４条第１項の規定に該当するか否かを確認すること。 
三 相手先の確認 取引の相手先について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等への関与が懸

念されるか否かを確認すること。 
四 用途の確認 取引の相手先における用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に

用いられるおそれがないか否かを確認すること。 
２ 教員等は、取引審査により承認が得られた取引において、提供しようとする技術若しくは輸出

しようとする貨物の仕様に変更が生じた場合又は提供しようとする技術若しくは輸出しようとす

る貨物に追加が生じた場合は、改めて前条の規定により所定の輸出管理シートに基づき部局管理

責任者の事前確認を得るものとする。 
（役務取引許可又は輸出許可に係る申請） 

第２２条 教員等は、取引審査により部局管理責任者又は統括責任者若しくは全学管理責任者から

経済産業大臣の許可を要するものとして承認が得られた取引を行おうとする場合は、外為法等の

定めるところにより役務取引許可申請書若しくは特定記録媒体等輸出等許可申請書又は輸出許可

申請書（以下「許可申請書」という。）を作成し、別に定めるところにより輸出管理マネージャ

ーの確認を得なければならない。 
２ 教員等は、前項の規定により輸出管理マネージャーの確認が得られた場合は、許可申請書を最

高責任者に提出するものとする。 
３ 最高責任者は、前項の規定による提出があったときは、別に定めるところにより、経済産業大

臣あて許可申請を行うものとする。 
４ 教員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な取引については、経済産業大臣の許

可を得ない限り、当該取引を行ってはならない。 
第５章 管理 

（調査） 
第２３条 統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、別に定めるところにより、

毎年、所定の調査票に基づき、リスト規制技術等の保有状況等について調査を行うものとする。 
（技術の提供管理） 

第２４条 教員等は、技術の提供を行う場合は、事前確認又は該非判定及び取引審査の手続が終了

し、及び技術の内容に変更がないことを確認しなければならない。 



２ 前項に定めるもののほか、教員等は、当該技術の提供が外為法等に基づく経済産業大臣の許可

が必要な技術の提供であるときは、当該許可を得ていることを合わせて確認しなければならない。 
３ 教員等は、前二項の確認ができない場合には、当該技術の提供を行ってはならない。 

（貨物の輸出管理） 
第２５条 教員等は、貨物の輸出を行う場合は、事前確認又は該非判定及び取引審査の手続が終了

し、及び貨物の内容に変更がないことを確認しなければならない。 
２ 前項に定めるもののほか、教員等は、当該貨物の輸出が外為法等に基づく経済産業大臣の許可

が必要な貨物の輸出であるときは、当該許可を得ていることを合わせて確認しなければならない。 
３ 教員等は、前二項の確認ができない場合には、当該貨物の輸出を行ってはならない。 
４ 教員等は、貨物の輸出を行う場合において通関時に事故が発生したときは、直ちに当該輸出の

手続を取り止め、全学管理責任者にその旨を報告しなければならない。 
５ 全学管理責任者は、前項の報告があった場合には、統括責任者と協議の上、適切な措置を講じ

るものとする。 
（文書等の保存等） 

第２６条 教員等は、輸出管理の手続に必要な文書、図画又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）

の作成に当たっては、事実に基づき正確に記載しなければならない。 
２ 教員等は、輸出管理に係る文書、図画又は電磁的記録について、別に定めるところにより、技

術が提供された日又は貨物が輸出された日の属する年度の翌年度の初日から起算して、少なくと

も７年間保管しなければならない。 
第６章 危機管理 

（通報及び報告） 
第２７条 教員等は、外為法等若しくはこの規程に対する違反若しくは違反のおそれがあることを

知った場合又は外国において技術若しくは貨物を紛失し、若しくは盗難に遭った場合は、速やか

に部局管理責任者を経由して全学管理責任者にその旨を通報しなければならない。 
２ 全学管理責任者は、前項の通報があった場合は、直ちに統括責任者にその旨を通報するととも

に、当該通報の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。 
３ 統括責任者は、前項の報告において、外為法等に違反している事実が明らかとなった場合又は

違反したおそれがある場合は、速やかに学内の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞な

く関係行政機関に報告するものとする。この場合において、当該報告の内容が特に重大な違反で

あるときは、あらかじめ最高責任者に報告し、対応について協議するものとする。 
４ 前項に定めるもののほか、部局管理責任者又は統括責任者若しくは全学管理責任者は、取引審

査において取引を承認した後（経済産業大臣の許可が必要な取引にあっては、当該許可が得られ

た後）、当該取引について大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれ、その他輸

出管理上の懸念があることが明らかとなった場合は、統括責任者にあっては最高責任者に、部局

管理責任者又は全学管理責任者にあっては統括責任者を経由して最高責任者に遅滞なく報告し、

対応について協議するとともに、関係行政機関に報告するものとする。 



第７章 教育 
（教員等への教育） 

第２８条 外為法等及びこの規程の遵守について理解させるとともに、その確実な実施を図るため、

委員会は、統括責任者が定める輸出管理に係る教育の基本方針に基づき、教員等に対し、輸出管

理に関する教育を計画的に行うものとする。 
２ 部局管理責任者は、当該部局の教員等に対し、輸出管理について理解を深め、及び意識の高揚

を図るための啓発その他必要な情報の提供に努めるものとする。 
（学生等への教育） 

第２９条 教員等は、リスト規制技術等を保管し、又は使用する教室、研究室等を利用する学生等

に対し、外為法等の理解を深めさせるため、必要な教育を行うよう努めるものとする。 
第８章 監査 

（監査） 
第３０条 本学における輸出管理が、外為法等及びこの規程に基づき適正に実施されていることを

確認するため、委員会は、統括責任者が定める輸出管理に係る監査の基本方針に基づき、業務の

監査を定期的に行うものとする。 
２ 委員会は、前項の監査の実施に当たり必要と認めるときは、統括責任者が指名する教員等又は

外為法等に関し専門的知識を有する教員等以外の者に行わせることができる。 
第９章 懲戒 

（懲戒） 
第３１条 故意又は重大な過失によりこの規程に違反した教員等及びこれに関与した教員等は、国

立大学法人東北大学職員就業規則（平成１６年規第４６号）その他適用される就業規則の規定に

基づく懲戒の対象とする。 
第１０章 雑則 

（事務） 
第３２条 輸出管理に関する事務は、国立大学法人東北大学事務組織規程（平成１６年規第１５１

号）の定めるところによる。 
（雑則） 

第３３条 この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。 
附 則 

１ この規程は、平成２２年３月１日から施行し、第２６条第２項の規定は、平成２１年１１月１

日以後の取引に係る文書、図画及び電磁的記録から適用する。 
２ この規程の施行後最初に委嘱される委員会の委員の任期は、第１８条第１項本文の規定にかか

わらず、平成２３年３月３１日までとする。 
附 則（平成２２年４月１３日規第５５号改正） 

この規程は、平成２２年４月１３日から施行し、改正後の第３条第５号の規定は、平成２２年４

月１日から適用する。 
附 則（平成２２年７月１３日規第７３号改正） 



この規程は、平成２２年７月１３日から施行し、改正後の第１５条第２号の規定は、平成２２年

７月１日から適用する。 
附 則（平成２２年１１月９日規第９４号改正） 

この規程は、平成２２年１２月１日から施行する。 
附 則（平成２３年２月９日規第４号改正） 

１ この規程は、平成２３年２月９日から施行する。 
２ この規程施行の際現に改正前の第２０条又は第２１条の規定により事前確認又は該非判定及び

取引審査の手続を行っている取引に係る事前確認又は該非判定及び取引審査の手続は、改正後の

第２０条又は第２１条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
附 則（平成２３年１０月１１日規第９４号改正） 

この規程は、平成２３年１０月１１日から施行し、改正後の第１５条第２号の規定は、平成２３

年１０月１日から適用する。 
附 則（平成２４年３月１３日規第２０号改正） 

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。 
附 則（平成２４年５月８日規第６４号改正） 

この規程は、平成２４年５月８日から施行し、改正後の第３条第５号の規定は平成２４年２月１

日から、改正後の第１５条第２号の規定は平成２４年４月１日から適用する。 
附 則（平成２５年４月２３日規第７９号改正） 

この規程は、平成２５年４月２３日から施行し、改正後の第３条第５号及び第１５条第２号の規

定は、平成２５年４月１日から適用する。 
附 則（平成２６年４月２２日規第９８号改正） 

この規程は、平成２６年４月２２日から施行し、改正後の第３条第５号及び第１５条第２号の規

定は、平成２６年４月１日から適用する。 
附 則（平成２６年７月８日規第１２９号改正） 

この規程は、平成２６年７月８日から施行し、改正後の第３条第５号の規定は、平成２６年７月

１日から適用する。 
附 則（平成２６年１２月２２日規第１５８号改正） 

この規程は、平成２６年１２月２２日から施行し、改正後の第３条第５号の規定は、平成２６年

１０月１日から適用する。 
附 則（平成２７年４月２８日規第７０号改正） 

この規程は、平成２７年４月２８日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
附 則（平成２８年４月２６日規第６０号改正） 

この規程は、平成２８年４月２６日から施行し、［中略］平成２８年４月１日から適用する。 
附 則（平成２９年４月２５日規第９８号改正） 

この規程は、平成２９年４月２５日から施行し、改正後の第３条第５号の規定は、平成２９年４

月１日から適用する。 
附 則（平成３０年５月８日規第１２６号改正） 



この規程は、平成３０年５月８日から施行し、改正後の第３条第５号の規定（「及び」を「、」

に改める部分、「第２９条」を「第２７条」に改める部分及び「規定するセンター等」の次に「、

材料科学高等研究所及び学際科学フロンティア研究所」を加える部分に限る。）は、平成３０年１

月３０日から、改正後の同項の規定（「、教育情報学研究部」を削る部分に限る。）は、平成３０

年４月１日から適用する。 
附 則（平成３０年９月１１日規第１５６号改正） 

この規程は、平成３０年９月１１日から施行し、改正後の第１５条第２号の規定は、平成３０年

７月１日から適用する。 
附 則（平成３１年４月２３日規第８６号改正） 

この規程は、平成３１年４月２３日から施行し、改正後の第３条第５号及び第１５条第２号の規

定は、平成３１年４月１日から適用する。 
附 則（令和元年７月９日規第１４号改正） 

この規程は、令和元年７月９日から施行し、改正後の第１５条第２号の規定は、令和元年７月１

日から適用する。 
附 則（令和元年１１月２６日規第９２号改正） 

この規程は、令和元年１１月２６日から施行し、改正後の第３条第５号の規定は、令和元年１０

月１日から適用する。 
附 則（令和４年４月２６日規第８５号改正） 

この規程は、令和４年５月１日から施行する。 
附 則（令和５年５月１６日規第７５号改正） 

この規程は、令和５年５月１６日から施行し、改正後の第１５条第２号の規定は、令和５年４月

１日から適用する。 
  附 則（令和７年１０月２８日規第１１２号改正） 
この規程は、令和７年１０月２８日から施行し、改正後の第８条第２項、第９条第１項及び第１

５条第２号の規定は、令和７年１０月１日から適用する。 
 

 


